
 

第４期清須市障害福祉計画（案）に対する 

パブリック・コメント実施結果 

 

１． 実施期間 ： 平成２７年１月６日（火曜日）から２月４日（水曜日）まで 

２． 提出件数 ： ７件 

        提出方法 ： 窓口提出５件   ファクシミリ１件   電子メール１件 

          地 区 別 ： 西枇杷島地区１件   清洲地区１件 

                  新川地区３件     春日地区１件 

３． 意見総数 ： ９件 

４． 意見の内訳 

 計画（案）について ９件 

 

 

計画（案）について（９件） 

意見の内容 意見に対する市の対応 

○精神障害者も飛鳥に行けるようにし

てほしい。 

○精神障害者が常に行ける場所を作っ

てほしい。 

○親子で行けるような身近な場所があ

ると良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会が運営している就労継続支援セン

ター飛鳥や地域活動支援センターは、対象者を身体

または知的な障がいのある方としており、精神に障

がいのある方は対象となっておりません。 

精神に障がいのある方が日中に利用できる場所と

しては、北名古屋市にある「七彩工房」があります。

「七彩工房」では、月に３回清須市に出張し、料理

教室や機能回復訓練の場を提供しています。 

また、市内には就労継続支援事業所が４か所あり、

一般企業での就労が困難な方に働く場を提供すると

ともに、働くために必要な訓練を受けることができ

ます。 

市内で集える場所としては、清洲総合福祉センタ

ーの会議室等をお気軽にご利用ください。 

 

○「サービス」という文言が多い。サー

ビスというネーミングから受ける印

象に釈然としなく、執行する側と受け

る立場の側に目線の違いを感じます。

行政による事業・施策である以上、一 

考の余地があってもいいのではない

ですか。 

「サービス」とは、役務・業務・奉仕・貢献など

の意味があります。 

障害福祉計画では、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に使用されてい

る文言を統一して使用しています。 

 

資料１ 



○行政と住民がコミュニケーションす

べき。自治基本条例とか住民参画の枠

組み・基軸が求められ、単なる短期計

画では、計画合わせ・目的合わせに終

始しないか。 

 

 

 

障害者基本計画においては、市民ワークショップ

など、住民参画の手法を取り入れた計画づくりをし

ています。 

また、障害福祉計画は、「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」で策定が義

務づけられ、計画期間を３年とすることにより、現

状に即した障害福祉サービスの支給量を見込むこと

ができるものと考えております。 

○今後懸念される東南海地震・津波・集

中豪雨・自然災害時に保健福祉・保健

看護における、救助・介護・支援につ

いての具体的な計画案が示されても

いいのではないか。 

 

障害福祉計画は、障害福祉サービスの支給量を見

込むものであるため、災害時における避難、救助、

支援等については、障害者基本計画のほか、地域防

災計画にその旨が記述されております。 

 

○この計画案はアンケート調査で、アン

ケート自体の数も多くないので、見落

としがあると思う。他に本当に必要な

サービスが、見過ごされているのでは

ないかと思ってならない。ほかの市の

策定なんかも参考にしてみたいが。 

 

この計画にないサービスを希望した場合でも、必

要としているサービス提供の検討を行うなど、計画

の進捗状況や社会経済状況を踏まえ、必要に応じて

適切な見直しを行っていきます。 

○グループホームに関して、市内に事業

所が少ないと聞いているが、新規で何

件か作るという見込み量は盛り込ま

ないか。 

 

 

 

 

 

グループホームについては、現在、市内に２か所

の事業所があります。 

 この計画では、グループホームの利用者数の見込

みを盛り込んでいます。しかし、グループホームの

開設は、各事業者が計画することですので、市がそ

の開設数を計画に盛り込むことはしませんが、本市

において開設しようとする事業者に対して、必要な

情報提供をするなど開設に向けて援助していきたい

と考えています。 

 

○広汎性発達障がいのある児童への支

援を充実させてほしい。 

 

 

 

 

 

計画（案）５１ページ「４ 障害児支援事業の見

込量の確保の方策」におきまして、次の記述を加え

ます。 

「障がいのある児童に対しては、できるだけ早期

に専門的な支援を行うことが、子どもの育ちのため

に重要です。特に発達障がいについては、知的障害

を伴わない場合、健診だけでは発見が難しく、家庭

や保育、教育の現場等の日常生活の場において、初

めて気づかれることが多くあり、この段階で適切な

支援につなげていきます。」 



 


